
運送契約締結時の書面交付義務化

運送契約の範囲や運賃・料金の明確化を図るため、運送契約
締結時に、運送サービス（附帯業務等も含む）の内容やその
対価等について記載した書面の交付が義務付けられます。

※�貨物自動車運送事業法の改正は、令和６年４月に成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自
動車運送事業法の一部を改正する法律」により行われるもので、令和７年４月１日より施行されます。
※改正内容の詳細は、国土交通省HPにおいて公表している「改正貨物自動車運送事業法　Ｑ＆Ａ」等をご確認ください。
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※書面交付は、荷主・トラック事業者双方に義務付けられます。
※トラック事業者が下請けに出す場合も書面交付が必要です。（裏面を参照）
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改正貨物自動車運送事業法（令和７年４月１日施行４月１日施行）



● �書面交付には、「法第12条」に基づくものと「法第24条」に基づくものがあります。
　・真荷主とトラック事業者が運送契約を締結するときは、相互の書面交付（第 12条）
　・トラック事業者等が下請けに出すときは、委託先への書面交付（第 24条）

　　　※�真荷主とは「自らの事業に関してトラック事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であっ
て、トラック事業者以外のもの」を指します。

　　　※元請トラック事業者に運送を委託する貨物利用運送事業者も、真荷主に該当します。
　　　※下請構造の中にいる貨物利用運送事業者は、委託先への書面交付（第 24条）が必要です。

● 交付書面には、以下の事項を記載します。
　①運送役務の内容・対価　　②運送契約に荷役作業・附帯業務等が含まれる場合には、その内容・対価
　③その他特別に生ずる費用に係る料金（例：高速道路利用料、燃料サーチャージ等）
　④契約の当事者の氏名・名称及び住所　　⑤運賃・料金の支払方法　　⑥書面を交付した年月日

● 書面の交付は、メール等でも可能です。
　・�書面の交付は、メール等の電磁的方法により行うこと
も可能です。

　　�ただし、電磁的方法により行うことを契約の相手方が
承諾している場合に限ります。

● 交付した書面は、その写しを１年間保存
　 しなければなりません。

　　詳細は、国土交通省ホームページにおいて
　　公表している「改正貨物自動車運送事業法
　　Ｑ＆Ａ」をご参照ください。

  令和７年１月 31日時点 

10 
 

○メール本文に法定事項を記載して送信する場合の記載例（※赤字は法定事項） 

  

  
 
差出人：▴▴▴▴▴▴＠▴▴▴.co.jp  
送信日時：2025 年４月１日火曜日 10:57  
宛先：xxxxxx＠xxx.co.jp 
件名：【運送依頼】冷凍食品１トン輸送の
ため 冷凍車１両 ○○食品㈱ 
 
□□運輸㈱ 御中 
 
下記のとおりお願いいたします。  
 
車種等：冷凍車１両、貸切距離制 
品名：冷凍食品１トン（10 パレット） 
積込：4/5 12 時（○○食品 Ａ工場） 
取卸：4/5 15 時（△△商店）  
積込作業の委託：有 、30分程度 
取卸作業の委託：有 、30分程度 
附帯業務の内容： 
15 時 30分～16時 30分、倉庫内における
検品・棚入れ作業 
 
運送保険加入の委託：無 
 
運賃 50,000 円 
有料道路利用料（税込）4,000 円 
燃料サーチャージ 2,000 円、 
積込料及び取卸料 5,000 円 
附帯業務料：3,000 円 
消費税 6,000 円  合計：70,000円 
 
支払方法：R7.4.4 銀行振込 
 

○○食品㈱ ○○課 国土 花子 
〒▴▴▴-▴▴▴▴ 
栃木県○○市○○１－１－１ 
TEL:028-111-1111 / FAX:028-222-2222 
E-MAIL：▴▴▴▴▴▴＠▴▴▴.co.jp 

 

 
差出人：xxxxxx＠xxx.co.jp 
送信日時：2025 年４月１日火曜日 13:25 
宛先：▴▴▴▴▴▴＠▴▴▴.co.jp 
件名：RE:【運送依頼】冷凍食品１トン輸送
のため 冷凍車１両 ○○食品㈱  
 
○○食品㈱ 国土さま  
 
メールにて依頼のありました下記の件了解し
ました。（※） 
 ――――――――――――― 
 □□運輸㈱ □□課 運輸 一郎 
〒xxx-xxx 
栃木県□□市□□２－２－２ 
Tel:028-333-3333 / Fax:028-444-4444 
 ――――――――――――― 
 --------------Original Message------------------ 
差出人：▴▴▴▴▴▴＠▴▴▴.co.jp  
送信日時：2025 年４月１日火曜日 10:57  
宛先：xxxxxx＠xxx.co.jp 
件名：【運送依頼】冷凍食品１トン輸送の
ため 冷凍車１両 ○○食品㈱ 
 
□□運輸㈱ 御中 
 
下記のとおりお願いいたします。  
 
車種等：冷凍車１両、貸切距離制 
品名：冷凍食品１トン（10 パレット） 
積込：4/5 12 時（○○食品 Ａ工場） 
取卸：4/5 15 時（△△商店）  
積込作業の委託：有 、30分程度 
取卸作業の委託：有 、30分程度 
附帯業務の内容： 
15 時 30 分～16 時 30 分、倉庫内における
検品・棚入れ作業 
 
運送保険加入の委託：無 
 
運賃 50,000 円 
有料道路利用料（税込）4,000 円 
燃料サーチャージ 2,000 円、 
積込料及び取卸料 5,000 円 
附帯業務料：3,000 円 
消費税 6,000 円  合計：70,000円 
 
支払方法：R7.4.4 銀行振込 
 

○○食品㈱ ○○課 国土 花子 
〒▴▴▴-▴▴▴▴ 
栃木県○○市○○１－１－１ 
TEL:028-111-1111 / FAX:028-222-2222 
E-MAIL：▴▴▴▴▴▴＠▴▴▴.co.jp 

 

真荷主→トラック事業者 メール送信 トラック事業者→真荷主 メール返信 

（※）トラック事業者から真荷主に対してメ

ールを返信するときは、記載例のよう

に、真荷主から受信したメールを引用す

る形で「依頼を引き受ける旨」を記載す

れば、返信メールの本文に改めて法定事

項を記載し直す必要はない。 

下請トラック事業者書面交付
（第 12条）

書面交付
（第 24条）

真荷主 元請トラック事業者

書面の交付（メールでも可） 書面の交付（メールでも可）

書面の交付（メールでも可）

￥
待機時間料（30分～） 積込料・取卸料 燃料サーチャージ 有料道路利用料 など

個々の運送ごとに契約の範囲や料金を明確にしましょう！


